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⑩ 手術中の病理検体提出用に別チームで対応、提出する。 

⑪ 育児休業の取得確認を女性だけでなく、配偶者の男性も取得するよう促す。 

注）パパ育休の個別周知・意向の確認は義務化されています。 

＜参考資料 育児・介護休業法 改正 厚生労働省＞ 

https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000789715.pdf 

 

３．有給休暇の推進と工夫  

① 時間有休の取得推進 

＊2019年４月施⾏の改正労働基準法（39条 4項）で時間単位の年次有給休暇の取

得が可能になりました。労使協定締結により、1年に５日の範囲内で、1時間単位での有

給を認める制度です。 

② 学校⾏事休み、誕生日休み等のルールを別途決める。  

③ 夏休み（特別休暇）のほかに冬休み（あるいは春休み）を設ける。 

④ 半日休など柔軟に有給を取得できるようにする。 

⑤ 有休消化がどれだけ出来ているか、見える化する。 

 

４．育休医師への援助をしやすい医局づくり  

① 育休医師の当直を交代した医師は翌月 1 回当直免除。 

② パパ育休は短期で取得（1 週間や分割可など）。  

https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000789715.pdf
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★参 考︓厚生労働省ホームページリンク 

・「医師の働き方改革を進めるためのタスク・シフト/シェアの推進に関する検討会」

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_07275.html 

・「医師の働き方改革の推進に関する検討会」 

 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_05488.html 

 

２．書類作成ソフト、レセプトソフト、 ⾳声⼊⼒システムの導⼊  

・上記導⼊により、医師事務作業補助者のできうる業務が増加する。  

・医師の書類業務時間を運営部門が知る必要性あり。 

＜日医総研リサーチエッセイ No. 69 より＞  

⺠間保険会社の診断書作成にかかる医師の負担の実態：研究会の評価と医師の負担の

推計(2017年度) ※一部 2016 年度データを含む。 

→保険関連書類：1 年間 947 万通 / 作成時間：1年間 497万時間 

・⾳声⼊⼒システム導⼊推進。 

 （放射線読影、病理診断、IC 報告、など） 

３．地域連携の推進 

① 病病連携の充実 

② 病診連携の充実 

③ 病薬連携の充実（服薬情報提供諸の活⽤） 

４．ICT、AI の活用 

  

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_07275.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_05488.html
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「働 き 方 改 革 」 ポ ス タ ー (例)  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

処方・オーダー依頼版（例） 

  

入院患者の処方やオーダーを電話で（当直）医師に依頼すると業務中断が多いため、一括で病棟医が

担当する形にする。 

＜タスク・シフトの参考資料＞ 

https://www.mhlw.go.jp/content/10803000/000528273.pdf   

https://www.mhlw.go.jp/content/10803000/000528273.pdf
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＜働き方改革の参考資料＞ 

・ 大阪府医師会 女性（男性）医師支援事業 

  https://www.osaka.med.or.jp/doctor/women-doctor.html  

 

・ 厚生労働省 いきサポ  

https://iryou-kinmukankyou.mhlw.go.jp/  

 

・ 大阪府医療勤務環境改善支援センター  

https://www.ikkk-osaka.jp/  

 

・日本医師会ドクターバンク 

https://jmadbk.med.or.jp/ 

  

https://www.osaka.med.or.jp/doctor/women-doctor.html
https://iryou-kinmukankyou.mhlw.go.jp/
https://www.ikkk-osaka.jp/
https://jmadbk.med.or.jp/
https://jmadbk.med.or.jp/





